
五島市監査委員公表第５号 

 

平成２５年８月１６日に提出された地方自治法第２４２条第１項の規定に基づく住民

監査請求について、同条第４項の規定に基づき監査を行ったので、同項の規定によりその

結果を公表する。 

 

平成２５年１０月１１日 

 

                   五島市監査委員 木 戸 庄 吾 

                   五島市監査委員 中 村 康 弘 



第１ 請求の内容 

１ 請求人 

(略) 

２ 請求書の提出日 

平成２５年８月１６日（同年９月３日補正書提出） 

３ 請求の要旨 

請求書に記載されている事項、これに添付された事実を証する書面及び請求人の陳

述によると、請求の要旨は、次のとおりである。 

(1) 請求の対象行為及び当該行為が違法又は不当であることの理由 

ア 五島食肉センター大規模改修事業（以下「改修事業」という。）については、人

口減少加速により税収増の見込み無しの状況で、過多の税金投入は無謀であり、

税収増、畜産業者収入増、雇用増等の費用対効果の周知なしで議会がすすめられ、

市民の負託に応えられない思慮不足が原因で、税金13億余円が市民総意に反して

使われようとしており、多額の損害を市民は被ろうとしている。 

平成２５年８月７日開催の改修事業に関する経過説明会においては、一般財源

総事業費474,879千円、補助対象額109,494千円、補助対象外365,385千円につ

いての費用対効果の説明がなく、市一般財源から使う必然性を見出せない。従っ

て不当であり、市民が被ろうとしている損害額は、365,385 千円に相当するもの

である。 

イ 改修事業に伴う契約済みの五島食肉センター大規模改修工事（以下「改修工事」

という。）設計管理業務委託による損害賠償金については、市議会の要望「地元業

者の育成」に応えていない不当性に起因する。応えていれば地元業者の入札価格

51,980千円で決定されるべきであり、Ａ社の91,070千円との差額39,090千円が

損害賠償金額である。 

ウ 改修事業に伴う食肉販売業者等の被害については、事業化検討開始から４ヶ月

半余経過後に業務休止通知は異常であり、食肉販売業者の営業に支障をきたして

いる。食肉販売業者の中には、小型の冷蔵庫しかなく多量に仕入れることができ

ず、五島食肉センター休止以前と比べ販売低下を余儀なくされている業者がいる。 

平成２５年７月１６日付け市長からの通知書によって、２週間の短期間で仕入

れルート変更に対応しなければならなかったことに加えて、同年８月１日の五島

食肉センター休止後、仕入れ量が減り約11店舗は売上げ２割減の状況に陥ってい

る。また、岐宿の養豚業者は、市外へ輸送中の豚を船中で死なす損害を被ってい

るとのことであり、引いては損害賠償が生じ市の損害となる。 

エ ３１年間の人口の推移と食肉需要と価格動向を分析し、人口減少化の将来を見

据え採算性に合うＢ社の存在意義を糺すべきであり、交付金で増改築を実現し、



維持管理費が膨大なものになれば負の財産となり、市に損害を与えることになる。 

(2) 監査委員に求める措置の内容 

市長に対して次のように勧告するよう求める。 

ア 改修事業を即刻大幅縮小し、市内業者の手ですすめること。 

イ 改修事業に伴う契約済みの改修工事設計管理業務委託による損害賠償金全額は、

課長職含め副市長、市長そして市議会議員議長始め全議員により年俸給付額によ

る割合配分をもって弁償すること。 

ウ 市は、食肉販売業者の販売低下の被害について全販売業者を調査し、被害業者

には相応の対処を施すこと。 

エ 食肉販売業者の五島食肉センター８ヶ月間休止による営業被害調査の結果、そ

の被害額全額を課長職含め副市長、市長そして市議会議員議長始め全議員により

年俸給付額による割合配分をもって弁償すること。 

オ 現在のＢ社の存在意義を３１年間を振り返って糺すとともに、市民に公表すべ

きであり、市民にとって最も合理的で納得できる方向性を見出すべく早急に諮問

機関を創設すること。 

カ 副市長と市議会議長及び経済土木委員会委員長の計３名の罷免を実行すること。 

４ 請求の要件審査 

本件請求は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条に規定する要件を

具備しているものと認め、受理した。 

第２ 監査の実施 

１ 監査対象機関及び部局 

(1) 監査対象機関 市長 

(2) 監査対象部局 農業振興課 

２ 請求人の証拠の提出及び陳述 

地方自治法第２４２条第６項の規定により、平成２５年９月２４日に請求人の証拠

の提出及び陳述の機会を設け、請求人は、新たな証拠を提出しないで陳述を行った。

その際、同条第７項の規定により、関係職員が立ち会った。 

３ 関係職員の陳述及び調査 

(1) 関係職員の陳述 

平成２５年９月２４日に、次に掲げる関係職員から陳述の聴取を行った。その際、

地方自治法第２４２条第７項の規定により、請求人が立ち会った。 

農業振興課 農業振興課長      

畜産・鳥獣対策班係長  

(2) 書面調査 

平成２５年９月６日に市長に対して関係書類の提出を求め、書面調査を行った。 



(3) 実地調査 

平成２５年９月２６日に、次に掲げる施設について、関係職員立会いのもと実地

調査を行った。 

五島市吉久木町９３８番地 五島食肉センター 

(4) 関係職員の調査 

平成２５年９月２７日に、次に掲げる関係職員から事情聴取を行った。 

農業振興課 農業振興課長      

畜産・鳥獣対策班係長  

４ 関係人の調査 

平成２５年１０月２日に、次に掲げる関係人から事情聴取を行った。 

Ｂ社 取締役     

元センター長  

Ｃ社 畜産部長    

５ 監査対象事項 

請求書に記載されている事項、これに添付された事実を証する書面及び請求人の陳

述の内容から、市長が平成２５年６月１４日付けで改修工事設計監理委託業務契約（以

下「本件委託契約」という。）を締結したのは、違法又は不当な財務会計上の行為に当

たるといえるかを監査の対象とした。 

なお、請求書に記載されている事項のうち次に掲げる事項については、地方自治法

第２４２条に規定する要件を満たしていないものと判断するので、監査の対象とはし

なかった。 

ア 改修事業については、市民の負託に応えられない思慮不足が原因で、税金 13

億余円が市民総意に反して使われようとしており、多額の損害を市は被ろうとし

ているという主張について（第１の３の(1)のア） 

請求人の主張が、地方自治法第２４２条に規定する要件を満たしているかにつ

いて検討する。 

判例によると「厳しい町財政下にあって、町民交流拠点施設の設計者を選定す

るための設計競技において比較的高額な概算事業費を示していた甲案を採用した

こと、更には多額の費用負担を伴う本件事業を実施すること自体を違法視し、こ

れを阻止すべく提起されたものと考えられるが、住民訴訟の判断の対象となるの

は、飽くまでも具体的な財務会計法規上の義務違反の有無であり、このようなも

のとして構成、認定することができない以上、予算の配分の問題は、基本的には

住民の代表で構成される地方議会の了承を前提とした行政の裁量に属するという

べきである（名古屋地方裁判所平成１５年１０月３０日民事第９部判決）」とされ

ているところ、請求人は、人口減少加速により税収増の見込み無しの状況で、過



多の税金投入は無謀であり、市民が被ろうとしている損害額は、一般財源補助対

象外365,385千円に相当するものであると主張しているのであるから、具体的な

財務会計法規上の義務違反が認められず、予算の配分の問題であり市に損害は生

じていない。 

イ 改修事業に伴い食肉販売業者等が損害を被っているとのことであり、引いては

損害賠償が生じ市の損害となるという主張について（第１の３の(1)のウ） 

請求人の主張が、地方自治法第２４２条に規定する要件を満たしているかにつ

いて検討する。 

判例によると「利用業者等は、市と継続的契約関係になく、本件と畜場を事実

上独占的に使用していたにとどまるのであるから、利用業者等がこれにより享受

してきた利益は、基本的には本件と畜場が公共の用に供されたことの反射的利益

にとどまるものと考えられる。そして、前記事実関係等によれば、本件と畜場は、

と畜場法施行令の改正等に伴い必要となる施設の新築が実現困難であるためにや

むなく廃止されたのであり、そのことによる不利益は住民が等しく受忍すべきも

のであるから、利用業者等が本件と畜場を利用し得なくなったという不利益は、

憲法２９条３項による損失補償を要する特別の犠牲には当たらないというべきで

ある（最高裁判所平成２２年２月２３日第三小法廷判決）」とされているところ、

五島食肉センターは、消費者へのより安心、安全な食肉の提供及び畜産業の振興

を目的とし、老朽化及び現行の衛生基準への対応等のために改修事業を行うもの

で、やむなく業務休止されたものであり、そのことによる食肉販売業者等の不利

益は住民が等しく受忍すべきものであるから、請求人の主張は、損失補償を要す

る特別の犠牲には当たらない。したがって、市に損害が生じることはない。 

ウ 改修事業に伴い五島食肉センターの維持管理費が膨大なものになれば負の財産

となり、市に損害を与えることになるという主張について（第１の３の(1)のエ） 

請求人の主張が、地方自治法第２４２条に規定する要件を満たしているかにつ

いて検討する。 

地方自治法第２４２条第１項に定める住民監査請求は、違法若しくは不当な公

金の支出があると認めるときなどに行うことができるものであるが、当該行為が

なされることが相当の確実さをもって予測される場合も含まれるものである。同

項に規定する「当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合」

とは、当該行為がなされるおそれが存する場合において、単にその可能性が漠然

と存在するというだけでなく、その可能性、危険性等が相当の確実さをもって客

観的に推測される程度に具体性を備えている場合と解され、例えば議会の議決に

より当該行為に関する予算措置が講じられた場合や公金の支出を伴う契約が締結

された場合などがこれに当たるとされているところ、請求人の主張は、予算措置



もされていない状況であることから、当該行為がなされることが相当の確実さを

もって予測される場合に該当するとは認められない。 

第３ 監査の結果 

本件請求については、合議により次のように決定した。 

本件請求には理由がないと認め、棄却する。ただし、別記のとおり意見を付す。 

以下、その理由を述べる。 

１ 事実関係の確認 

監査対象事項について調査した結果、次のような事実関係を確認した。 

(1) 五島食肉センター施設概要 

ア 所 在 地 五島市吉久木町９３８番地 

イ 建設年度 昭和５６年９月３０日竣工、供用開始 

ウ 施設規模 食肉処理施設、汚水処理施設、汚物保管庫 

エ 処理能力 牛12頭／日、豚114頭／日 

豚換算162頭／日（牛12頭／日×４＋豚114頭／日） 

※豚換算は、牛１頭を豚４頭で換算している。 

オ 管理状況 

(ｱ) 指定管理者による管理（地方自治法第２４４条の２第３項） 

(ｲ) 指定管理者 株式会社ＪＡごとう食肉センター 

(ｳ) 指定期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

(2) 五島食肉センターの役割について 

肉畜の流通が地域の自給的な形態から全国的規模の広域流通へと変わるのに伴い、

食肉処理施設の役割も大きく変化した。広域化により産地では、と畜、解体に加え

カット処理を行い、部分肉として大消費地に輸送する形態が進展していることから、

産地食肉センターは、生産と全国の消費地を結ぶ「要」となっており、食肉の安定

的な供給と畜産振興を図る上で重要な役割を果たしている。これからの食肉センタ

ーは、単なると畜、解体、処理にとどまらず、消費者ニーズに対応した新鮮・安全・

安心という産地の顔が見える食肉の供給と、高度な衛生的処理が強く求められてい

る状況にある。 

このような中で、五島食肉センターは、産地食肉センターとしての性格を有し、

次の機能を担っている。 

ア 地域内で肉畜を処理することで、生体の輸送中の事故、輸送費が軽減され、

畜産の振興に寄与している。 

イ 地域内で食肉処理されることで、消費者にとっては、新鮮で安価な食肉が安

定して供給されている。 

ウ 畜産農家段階では、生産した家畜の肉質を把握することで、肥育段階での飼



養・管理技術の改善に役立ったり、購買者・消費者の求める食肉のあり方を把

握できるなど、生産者・流通関係者、畜産関係者等の「研修」の場となってい

る。 

また、食肉取引の状況は、市内消費者への食肉供給に加えて、佐世保、上五島、

長崎及び福岡へ出荷されている。平成２４年度の年間処理頭数の実績は、別表のと

おり牛487頭（島内生産肉牛の100％）、豚13,468頭（島内生産肉豚の43％）、豚換

算15,416頭（牛１頭を豚４頭で換算している。）で稼働率５０．６％（豚換算15,416

頭／（処理能力豚換算162頭×実稼働日数188日）×100）となっている。 

(3) 五島食肉センターの整備について 

と畜場法が改正され、食肉の衛生的な処理基準となる「食肉流通合理化を図るた

めのガイドライン」に適合するよう食肉センターの改善整備が必要となっており、

食肉処理施設は、と畜・解体を行うと畜場としてのみの役割だけでなく、牛・豚の

処理ラインを完全に分離し、部分肉処理まで一貫した処理を行う総合的な産地食肉

センターとしての機能が求められている。そこで、現況の食品安全基本法に対応す

るための施設整備を行い、消費者、食肉関連者、行政が連携して生産から消費まで

のあらゆる段階における食品の安全・安心の確保に取り組むとともに、安全・安心

で信頼できる食肉の安定供給と有利販売を行うため、老朽化が課題となっている五

島食肉センターの衛生対策の充実強化を図る観点から施設の大規模改修並びに牛・

豚処理ラインの完全分離のための施設の増設並びに汚水処理施設等の附帯施設まで

の一体的な整備を実施するものである。 

(4) 本件委託契約の内容について 

ア 契約金額 95,623,500 円（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額

4,553,500円） 

イ 契約年月日 平成２５年６月１４日 

ウ 履行期間 平成２５年６月１４日から平成２６年３月２７日まで 

エ 受 注 者 株式会社大建設計福岡事務所 

オ 契約方法 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第

１項第２号（不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品

の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の

契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。）及び第５号

（緊急の必要により競争入札に付することができないとき。）の規定による随

意契約 

カ 業務概要 基本設計業務一式、実施設計業務一式、監理業務一式 

(5) 本件委託契約の支払いについて 

支出負担行為日 平成２５年６月１４日 



(6) 本件委託契約の経緯について 

ア 平成２５年４月２３日開催の五島市議会経済土木委員会協議会で「食肉センタ

ー改築について」が協議され、議員から「建築業者とか設計業者、（中略）できれ

ば島内の業者でやってもらいたいという１つの希望がございます。」との要望があ

った。 

イ 平成２５年５月２７日開催の平成２５年第３回五島市議会臨時会で改修工事設

計監理委託料等の補正予算が審議され可決された。 

ウ 平成２５年５月２７日起工伺の決裁を受けた。 

エ 平成２５年５月２９日見積徴取伺の決裁を受け、８業者に見積書の提出依頼を

通知した。 

オ 平成２５年５月３１日２業者から見積辞退届が提出された。 

カ 平成２５年６月３日５業者から見積書が、１業者から見積辞退届が提出された。 

キ 平成２５年６月７日から同月１２日まで見積に係る調査を行った。 

ク 平成２５年６月１０日２業者（同月３日見積書提出業者）から見積辞退届が提

出された。 

ケ 平成２５年６月１２日落札者決定伺の決裁を受けた。 

(ｱ) 予定価格 96,030,000円（税抜き） 

(ｲ) 落札金額 91,070,000円（税抜き） 

(ｳ) 落札率  94.8％ 

(ｴ) 最低価格見積者以外の者を落札者とした理由 

専門的な知識、経験を持って短期間のうちに設計を仕上げ、かつ年度末まで

に全ての工事を竣工させるための監理を行う必要があることから、多数の業種

毎の職員を要し、かつと畜場、食肉センター施設の建設、改修の実績があるこ

と。 

コ 平成２５年６月１４日契約を締結した。 

２ 監査委員の判断 

以上を踏まえ、次のように判断した。 

(1) 市長が最低価格見積者以外の者と本件委託契約を締結したのは、違法又は不当で

あるという主張について 

本件委託契約が、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に該当す

るか検討する。 

本件委託契約の根拠条項とされている地方自治法施行令第１６７条の２第１項第

２号に掲げる「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」と

は、不動産の買入れ又は借入れに関する契約のように当該契約の目的物の性

質から契約の相手方がおのずから特定の者に限定されてしまう場合や契約の



締結を秘密にすることが当該契約の目的を達成する上で必要とされる場合な

ど当該契約の性質又は目的に照らして競争入札の方法による契約の締結が不

可能又は著しく困難というべき場合がこれに該当することは疑いがないが、

必ずしもこのような場合に限定されるものではなく、競争入札の方法による

こと自体が不可能又は著しく困難とはいえないが、不特定多数の者の参加を

求め競争原理に基づいて契約の相手方を決定することが必ずしも適当ではな

く、当該契約自体では多少とも価格の有利性を犠牲にする結果になるとして

も、普通地方公共団体において当該契約の目的、内容に照らしそれに相応す

る資力、信用、技術、経験等を有する相手方を選定しその者との間で契約の

締結をするという方法をとるのが当該契約の性質に照らし又はその目的を究

極的に達成する上でより妥当であり、ひいては当該普通地方公共団体の利益

の増進につながると合理的に判断される場合も同項１号（現行２号）に掲げ

る場合に該当するものと解すべきである。そして、右のような場合に該当す

るか否かは、契約の公正及び価格の有利性を図ることを目的として普通地方

公共団体の契約締結の方法に制限を加えている前記法及び令の趣旨を勘案し、

個々具体的な契約ごとに、当該契約の種類、内容、性質、目的等諸般の事情

を考慮して当該普通地方公共団体の契約担当者の合理的な裁量判断により決

定されるべきものと解するのが相当であるとされている（最高裁判所昭和６２

年３月２０日第二小法廷判決）。 

そこで、本件委託契約に合理的な裁量判断がなされたかを検討する。 

市長が、改修工事設計監理委託業務の技術等を考慮した場合、当該改修工事の十

分な設計監理能力及び履行能力等が要求されることから、食肉センターの設計監理

業務の実績のある者と契約し、当該改修工事の質的履行を確保するという裁量判断

が、著しく合理性に欠けるものであるとは認められない。 

したがって、本件委託契約を締結したことが違法又は不当であるということはで

きない。 

(2) 本件委託契約締結による損害賠償金について 

本件委託契約は、地方自治法施行令及び五島市財務規則（平成１６年五島市規則

第４３号）の規定により締結され、現在業務が履行中であり、契約代金は支払われ

ていない。履行期間については、平成２６年３月２７日までとなっている。 

ところで、地方自治法第２４２条第１項に定める住民監査請求は、違法若しくは

不当な公金の支出があると認めるときなどに行うことができるものであるが、当該

行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合も含まれるものである。 

そこで、このことについて検討する。 

本件委託契約も住民監査請求の対象になりうるが、(1)のとおり、契約自体に瑕疵



がない以上、地方自治法第２４２条第１項に規定する違法若しくは不当な公金の支

出（当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含む。）に該

当するとは認められない。 

したがって、本件委託契約締結による市の損害は生じていない。 

(3) 結論 

以上のとおり、市長が本件委託契約を締結したのは違法又は不当な契約の締結に

当たるといえるかなどについて検討したが、本件委託契約が違法又は不当であると

いうことはできず、市に損害も生じていないことから、いずれも請求人の主張には

理由がないと判断した。 

ただし、本件の監査を行った中で、随意契約の事務について是正すべき事項が認

められたので、次のとおり意見を付す。 

 

意見 

１ 随意契約事務について 

(1) 最低価格見積者以外の者を落札者としたことが、請求人に不適切な事務処理との

疑念を抱かせ、市においては、緊急の必要があったにもかかわらず６日間の見積に

係る調査が必要となっていることから、再びこのような事態が発生しないよう見積

業者の選定条件の審査を見積書徴取前に行うなど、更なる契約事務の厳正な執行に

努められたい。 

(2) 随意契約については、その理由の妥当性及び選定業者等を審査する機能をもった

組織体制作りに取り組まれたい。 



別表

（単位：頭、日）
豚換算 豚換算 豚換算

頭数日数頭数日数 頭数日数頭数日数 頭数日数頭数 日数
3 火 99 99 99 1 12 3 10 月 105 105 105 1
4 水 92 92 92 1 1 7 11 火 114 114 114 1

11 3 20 月 1 93 97 1 7 93 1 12 水 105 105 105 1
1 7 21 火 90 90 90 1 14 金 15 60 15 3

9 月 92 92 92 1 22 水 82 82 82 1 17 月 109 109 109 1
10 火 81 81 81 1 24 金 12 48 12 3 18 火 115 115 115 1
11 水 74 74 74 1 27 月 69 69 69 1 19 水 118 118 118 1
13 金 12 48 12 3 28 火 89 89 89 1 14 3
16 月 95 95 95 1 29 水 76 76 76 1 1 7
17 火 77 77 77 1 30 木 1 4 1 7 25 火 2 117 125 2 7 117 1
18 水 97 97 97 1 3 月 1 83 87 1 7 83 1 26 水 123 123 123 1

15 3 4 火 70 70 70 1 27 木 101 101 101 1
2 12 5 水 97 97 97 1 4 金 1 4 1 7

23 月 91 91 91 1 12 3 7 月 112 112 112 1
24 火 1 98 102 1 7 98 1 1 7 8 火 97 97 97 1
25 水 1 97 101 1 7 97 1 10 月 95 95 95 1 9 水 88 88 88 1
1 火 97 97 97 1 11 火 91 91 91 1 11 金 9 36 9 3
7 月 86 86 86 1 12 水 87 87 87 1 15 火 110 110 110 1
8 火 90 90 90 1 14 金 1 4 1 7 16 水 131 131 131 1
9 水 103 103 103 1 18 火 99 99 99 1 7 3

14 3 19 水 97 97 97 1 1 7
2 7 20 木 52 52 52 1 21 月 94 94 94 1

14 月 95 95 95 1 10 3 22 火 107 107 107 1
15 火 110 110 110 1 1 7 23 水 98 98 98 1
16 水 85 85 85 1 24 月 97 97 97 1 10 3

9 3 25 火 104 104 104 1 1 7
1 7 26 水 95 95 95 1 28 月 86 86 86 1

21 月 94 94 94 1 11 3 29 火 90 90 90 1
22 火 93 93 93 1 3 7 30 水 80 80 80 1
23 水 86 86 86 1 1 月 84 84 84 1 1 金 7 28 7 3

12 3 2 火 95 95 95 1 4 月 89 89 89 1
2 7 3 水 1 62 66 1 7 62 1 5 火 82 82 82 1

28 月 78 78 78 1 5 金 1 4 1 7 6 水 79 79 79 1
29 火 1 99 103 1 7 99 1 9 火 97 97 97 1 8 金 10 40 10 3
4 月 71 71 71 1 10 水 1 97 101 1 7 97 1 12 火 113 113 113 1
5 火 94 94 94 1 13 3 13 水 113 113 113 1
6 水 78 78 78 1 1 7 18 月 96 96 96 1

12 3 15 月 93 93 93 1 19 火 104 104 104 1
1 7 16 火 109 109 109 1 20 水 87 87 87 1

11 月 97 97 97 1 17 水 102 102 102 1 22 金 12 48 12 3
12 火 106 106 106 1 8 3 25 月 88 88 88 1
13 水 104 104 104 1 1 7 26 火 92 92 92 1
15 金 11 44 11 3 22 月 71 71 71 1 27 水 77 77 77 1
18 月 90 90 90 1 23 火 96 96 96 1 1 金 13 52 13 3
19 火 1 99 103 1 7 99 1 24 水 98 98 98 1 4 月 97 97 97 1
20 水 102 102 102 1 10 3 5 火 71 71 71 1
25 月 101 101 101 1 2 7 6 水 73 73 73 1
26 火 84 84 84 1 29 月 84 84 84 1 14 3
27 水 1 81 85 1 7 81 1 30 火 1 85 89 1 7 85 1 1 7
29 金 12 48 12 3 31 水 79 79 79 1 11 月 93 93 93 1
2 月 1 95 99 1 7 95 1 1 木 1 4 1 3 12 火 118 118 118 1
3 火 82 82 82 1 2 金 8 32 8 3 13 水 98 98 98 1
4 水 82 82 82 1 5 月 95 95 95 1 15 金 1 4 1 7
6 金 12 48 12 3 6 火 91 91 91 1 18 月 107 107 107 1
9 月 83 83 83 1 7 水 103 103 103 1 19 火 127 127 127 1

10 火 87 87 87 1 9 金 10 40 10 3 21 木 76 76 76 1
11 水 77 77 77 1 12 月 101 101 101 1 12 3
13 金 13 52 13 3 13 火 120 120 120 1 1 7
17 火 87 87 87 1 14 水 105 105 105 1 25 月 83 83 83 1
18 水 86 86 86 1 9 3 26 火 106 106 106 1

14 3 2 7 27 水 3 61 73 3 7 61 1
1 7 19 月 99 99 99 1 29 金 84 84 84 1

23 月 95 95 95 1 20 火 109 109 109 1 計 188 日 487 13,468 15,416 487 421 13,468 144
24 火 102 102 102 1 21 水 117 117 117 1
25 水 73 73 73 1 26 月 1 47 51 1 7 47 1
27 金 10 40 10 3 27 火 108 108 108 1
30 月 97 97 97 1 28 水 104 104 104 1
31 火 99 99 99 1 9 3

14 3 1 5
1 7 1 7

6 月 97 97 97 1 3 月 111 111 111 1
7 火 90 90 90 1 4 火 121 121 121 1
8 水 84 84 84 1 5 水 102 102 102 1

13 月 74 74 74 1 15 3
14 火 97 97 97 1 1 7

(注) 1　食肉センター利用申請書（報告）及び出庫願（報告）により作成している。
　　　2　豚換算は、牛１頭を豚４頭で換算している。
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参考 

（職員措置請求書） 

請求の要旨 

平成２５年８月７日の「五島食肉センター大規模改修事業に関する経過説明会」を聴い

て本事業が不当であることが判明しました。 

原因は、市長始め副市長・農業振興課課長そして市議会議長・経済土木委員会委員長の思

慮不足に全て起因されるものである。特に市民の代表である市議会議長は本件に派生しう

る諸問題の蓋然性を全く認識していない。 

議長としての能力不足による問題の具現化は否定できない。経済土木委員会委員長にいた

っても同様である。 

市民の負託に応えられない思慮不足が原因で税金 13 億余円が市民総意に反して使われよ

うとしており、多額の損害を市民は被ろうとしている。 

その責任は非常に重い。 

責任究明を兼ねて監査請求致します。 

尚、要旨を構成する資料として、別紙11枚の書類を添付します。 

（事実証明書） 

１ 監査請求関連書類 計10枚 

２ 問題の概要と改善要求（○Ｐ－１） 

Ａ）・Ｂ）（省略） 

Ｃ）問題 ①費用対効果（税収増、畜産業者収入増、雇用増等）の周知なしで議会が

すすめられている。 

②市議会の要望「地元業者の育成」に応えていない。 

③無計画性により、いきなり同センター勤労者２２名が８月１日付で解雇

されている。 

④食肉販売業者の営業に支障をきたしている。 

事業化検討開始から４ヶ月半余経過後に事業休止通知は異常である。 

Ｄ）改善要求 

人口減少加速により税収増の見込み無しの状況で、過多の税金投入は無謀である。

五島市民の総意に反する事業であり即刻大幅縮少し市内業者の手ですすめること

を要求します。 

３ 五島食肉センター大規模改修事業に関する経過説明会（○Ｐ－２、○Ｐ－３） 

４ 五島食肉センターの大規模改修に係る業務の一部休止について（○Ｐ－４） 

５ 主の事業内容【個別表】（○Ｐ－５） 

６ 五島食肉センター大規模改修工事設計管理業務委託契約に係る落札者の決定について

（○Ｐ－６） 



７ 見積最低価格者を落札者としない理由（○Ｐ－７） 

８ 見積結果表（○Ｐ－８） 

９ 緊急対応策要求３点（○Ｐ－９） 

①Ｂ社勤労者２２名解雇について 

その後の数名がＣ社組合長の計いで就職されているが残りの方々について市は早急

に対応すべきである。結果報告要。 

②食肉販売業者の中には、小型の冷蔵庫しかなく多量に仕入れることができず、セン

ター休止以前と比べ販売低下を余儀なくされている業者が居る。市は全販売業者を

調査し被害業者には相応の対処を施すべきである。結果報告要。 

③現在のＢ社の存在意義を３１年間を振り返って糺すべきである。市民にとって最も

合理的で納得できる方向性を見い出すべく、早急に諮問機関の創設を市長に要求し

ます。回答要。 

10 弁償と責任措置（○Ｐ－10） 

既述の諸問題の潜在的根源（膿み）を完全除去する目的で次の３項目が実行されるよ

う監査請求致します。 

１）契約済みの設計管理業務委託による損害賠償金全額は課長職含め副市長・市長そ

して市議会議員議長始め全議員により年棒給付額による割合配分をもって弁償す

る。 

２）食肉販売業者の（同センター８ヶ月間休止による）営業被害調査の結果その被害

額全額を上記(1)の通り弁償する。 

３）副市長と市議会議長及び経済土木委員会委員長の計３名の罷免を実行する。 

尚、副市長罷免については地方自治法第８８条の第１項に準じ実行されるよう御

留意の程を。 

（職員措置請求書の補正） 

平成２５年８月２７日付（２５五監第２３３号）補正通知への回答としまして平成２５

年９月３日付補正○Ｐ－１と補正○Ｐ－２（計２枚）を添附致します。 

補正○Ｐ－１ 

１ 請求の対象について 

(1)８月１６日提出資料補正○Ｐ－３の財源状況 一般財源 

項目; 

総事業費  474,879千円 

補助対象額 109,494千円 

補助対象外 365,385千円についての 

（８月７日説明会於）費用対効果の説明がなく、市一般財源から使う必然性を見出

せない。従って不当であり市民が被ろうとしている損害額365,385千円に相当する



ものである。 

(2)資料○Ｐ－10(1)については市議会の要望「地元業者の育成」に応えていない不当性

に起因する。応えていれば地元業者の入札価格51,980千円で決定されるべきであ

る（資料○Ｐ－８）。 

Ａ社の91,070千円との差額39,090千円が損害賠償金額となる。 

２ 市の損害について 

(1)上記１.の(1)の通りです。 

(2)上記１.の(2)の通りです。 

(3)上記１.の(2)の通りです。 

(4)８月２９日経済土木委員会委員長より「２２名中１９名がＣ社に復職あるいは職場

変えされた。残り３名は自主的に休養をとられている」ことを知らされました。 

従って８月１６日提出資料○Ｐ－１項目(Ｃ)－③は消去して戴けるようお願いしま

す。 

(5)食肉販売業者の営業に支障をきたしている事実は、（富江の）Ｄ店店主Ｅ氏の言に

よると「７月１６日付市長からの通知書によって短期間（２週間）で仕入れルート

変更に対応しなければならなかったことに加えて休止（８月１日）後仕入れ量が減

り約11店舗は売上げ２割減の状況に陥っている。そしてまた岐宿の養豚業者（Ｆ

氏）は市外へ輸送中の豚を船中で死なす損害を被っている」とのこと。 

補正○Ｐ－２ 

(5)の続き 

このような事実を市は調査し対応処置を講じるべきであるし、引いては損害賠償が

生じ市の損害となる。 

(6)３１年間の人口の推移と食肉需要と価格動向を分析し、人口減少化の将来を見据え

採算性に合うＢ社の存在意義を市民に公表すべきである。交付金で増改築を実現し

維持管理費が膨大なものになれば負の財産となり市に損害を与えることになる。そ

うならない為に諮問機関の創設が必要になる。 

（特定の個人を識別できるものを除き、請求書及びその補正の本文等を原文のまま掲載し

た。） 


